
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年亀岡市議会定例会６月議会 
 

条例一部改正資料 
 

（新 旧 対 照 表） 



 

亀岡市固定資産評価審査委員会条例（昭和30年亀岡市条例第43号）新旧対照表 

現   行 改 正 後（案） 

（審査の申出） （審査の申出） 

第4条 （略） 第4条 （略） 

2・3 （略） 2・3 （略） 

4 審査申出書には、審査申出人（審査申出人が法人その他の社団又

は財団であるときは、代表者又は管理人、総代を互選したときは総

代、代理人によって審査の申出をするときは代理人）が押印しなけ

ればならない。 

 

5 （略） 4 （略） 

6 （略） 5 （略） 

（口頭審理） （口頭審理） 

第8条 （略） 第8条 （略） 

2～4 （略） 2～4 （略） 

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載し、提出者がこれに署

名押印しなければならない。 

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない 

            。 

(1) 提出者の住所及び氏名 (1) 提出者の住所及び氏名 

(2) 提出の年月日 (2) 提出の年月日 

(3) 証言すべき事項 (3) 証言すべき事項 

6～8 （略） 6～8 （略） 

  



 

亀岡市職員の服務の宣誓に関する条例（昭和30年亀岡市条例第8号）新旧対照表 

現   行 改 正 後（案） 

別記様式（第2条関係） 

 

別記様式（第2条関係） 

 

宣     誓     書 

 私は、日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。 

 私は、地方自治の本旨を体すると共に公務を民主的かつ能率的に運

営すべき責務を深く自覚し全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を

執行することを固く誓います。 

       年  月  日 

                  氏       名㊞ 

宣     誓     書 

 私は、日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。 

 私は、地方自治の本旨を体すると共に公務を民主的かつ能率的に運

営すべき責務を深く自覚し全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を

執行することを固く誓います。 

       年  月  日 

                  氏       名 

  

 



亀岡市手数料徴収条例（平成12年亀岡市条例第6号）新旧対照表 

現   行 改 正 後（案） 

（種類及び金額） （種類及び金額） 

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。 第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。 

(1)～(26) （略） (1)～(26) （略） 

(27) 個人番号カードの再交付手数料 1件につき 800円 (27) 削除 

(28)～(44) （略） (28)～(44) （略） 

2 （略） 2 （略） 

 


